
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）スケジュール（案） 

〈11～12月〉 

・（内閣府令）「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」公布予定 

 

〈1～2月〉 

・事業所認可申請・確認申請 

・子ども・子育て会議意見聴取 

・広報（2月：制度周知） 

 

〈3月〉 

・「（仮称）木津川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例」（確認基準条例）の議会上程 

・広報（3月：利用申請について） 

・利用申請開始 

 

〈4月～〉 

・本格スタート予定 

子ども・子育て会議 
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